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ちゃん
（中田町上沼新田・文紀さん）

くん
（中田町城内・章弘さん）

くん
（中田町加賀野一・義人さん）

くん
（東和町米谷４・唯さん）

くん
（米山町今泉・秀樹さん）

くん
（米山町相ノ山・敏徳さん）

くん
（石越町第二・怜さん）

くん
（石越町芦倉・逸人さん）

※（　　）内には申し出があった保護者の名前を掲載しています。

ちゃん
（米山町今泉・美和さん）

くん
（米山町新町・飛鳥さん）

ちゃん
（米山町新田・正美さん）

　

国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
全
て
の
人
は
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気

や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

や
、
一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ

た
と
き
な
ど
、
あ
な
た
や
あ
な
た

の
家
族
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
加
入
の
届
け
出
や
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。「
あ
の
時
に
…
」
と
後
悔
す

る
前
に
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続

き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

収
入
が
な
く
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
に
は
「
学
生
納
付

特
例
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず

年
金
事
務
所
ま
た
は
最
寄
り
の
総

合
支
所
市
民
課
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
古
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　

☎
０
２
２
９
（
23
）
１
２
０
３

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課
（
年

　

金
医
療
係
）

　

☎
０
２
２
０
（
58
）
２
１
６
６

　毎日頑張っている働き盛りの世代の皆さん、知ら
ず知らずのうちに疲れがたまっていませんか？
　働く人が抱える悩みは職場に関わることだけで
なく、家庭や地域、生活、経済問題などさまざま
です。問題が絡み合って追い込まれる前にストレス
をためないことや、自分の悩みを早めに専門機関
に相談しましょう。
　身の回りで悩んでいる人がいたら、まず話を聞い
てください。そして相談機関を紹介してください。

　▶県登米保健所（母子・障害班）　
　　☎ 0220（22）6118（８：３０～１７：１５）
　▶登米市市民生活部健康推進課
　　☎ 0220（58）2116（８：３０～１７：１５）
　▶県精神保健福祉センター
　　☎ 0220（23）0302（８：３０～１７：１５）

登米地区地域医療対策委員会・自殺対策専門委員会

働く人の「こころの耳メール相談」は24時間メー        
ル相談を受付しています。（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
　死 soudan@kokoronomimi.jp

くん
（石越町第八・友一さん）

迫町佐沼字中江二丁目６番地１
☎0220-22-2111

登米町寺池目子待井381番地１
☎0220-52-5051

東和町米川字六反55番地１
☎0220-53-4111

中田町上沼字西桜場18番地
☎ 0220-34-2311

豊里町小口前80番地
☎ 0225-76-4111

米山町西野字的場181番地
☎ 0220-55-2111

石越町南郷字愛宕81番地
☎ 0228-34-2111

南方町新高石浦130番地
☎ 0220-58-2111

津山町柳津字本町218番地
☎ 0225-68-3111

▼
中
田
加
賀
野
住
宅
９
号
（
中
田

町
石
森
字
加
賀
野
一
丁
目
12

番
地
３
）

　

募
集
戸
数
／
１
戸
（
４
Ｄ
K
）

　

家
賃
月
額
／
２
万
４
１
０
０
円

〜
３
万
５
９
０
０
円

中
田
大
柳
住
宅
26
号
（
中
田
町

上
沼
字
大
柳
１
１
９
番
地
５
）

　

募
集
戸
数
／
１
戸
（
３
D
K
）

　

家
賃
月
額
／
１
万
２
２
０
０
円

〜
１
万
８
２
０
０
円

▼
石
越
駅
前
第
二
住
宅
７
号

（
石
越
町
南
郷
字
小
谷
地
前

１
２
６
番
地
１
）

　

募
集
戸
数
／
1
戸
（
３
K
）

　

家
賃
月
額
／
１
万
２
１
０
０
円

〜
１
万
８
千
円

住
宅
に
困
っ
て
い
る

世
帯

①
入
居
収
入
基
準

が
15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ

と
（
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の

い
る
世
帯
、
身
体
障
が
い
者
、
60

歳
以
上
の
人
は
21
万
４
千
円
以

下
）。
※
収
入
基
準
の
算
出
は
、

入
居
予
定
者
の
合
計
所
得
か
ら
世

帯
主
以
外
の
入
居
予
定
者
一
人
に

つ
き
38
万
円
を
控
除
し
、
12
カ
月

で
割
っ
た
金
額

②
同
居
す
る
親

族
が
い
る
こ
と
（
婚
姻
予
定
も

可
）。
※
原
則
と
し
て
単
身
で
の

入
居
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
60
歳
以

上
の
人
（
た
だ
し
、
特
例
と
し
て

平
成
18
年
４
月
１
日
現
在
で
50
歳

以
上
の
人
も
可
）、
身
体
障
が
い

者
（
１
級
〜
４
級
）、
精
神
・
知

的
障
が
い
者
は
単
身
入
居
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

③

入
居
者
全
員
に
市
税
の
滞
納
が
な

い
こ
と

④
現
に
市
営
住
宅
に
入

居
し
て
い
る
人
は
申
し
込
み
で
き

ま
せ
ん

⑤
申
込
者
ま
た
は
同
居

予
定
者
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

石
越
定
住
促
進
住
宅
１
号
棟

２
０
４
号

　

募
集
戸
数
／
１
戸
（
３
D
K
）

　

家
賃
月
額
／
３
万
５
０
０
円

①
市
内
に
定
住
を

希
望
し
、
住
宅
を
必
要
と
し
て
い

る
人

②
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

③
暴
力
団
員
で
な
い
こ

と

④
年
収
（
賞
与
お
よ
び
利
子

所
得
な
ど
で
継
続
的
な
収
入
を
含

む
）
の
12
分
の
１
の
額
が
、
家
賃

の
３
倍
以
上
で
あ
る
こ
と
。

1
台
の
み
、
別
途

２
０
０
０
円

駐
車
場
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま

　

す
の
で
、
申
し
込
み
の
際
に
確

　

認
し
て
く
だ
さ
い
。

各
総
合
支
所
市
民
課

お
よ
び
建
設
部
住
宅
都
市
整
備
課

（
市
役
所
中
田
庁
舎
２
階
）

２
月
14
日
（
木
）

期
限
厳
守

建
設
部
住
宅
都

市
整
備
課
（
住
宅
管
理
係
）

☎
０
２
２
０
（
34
）
２
３
１
６　

❶

❷

　

登
米
市
公
共
施
設
適
正
配
置
計

画
は
、
市
の
公
共
施
設
の
あ
り
方

を
方
向
付
け
る
計
画
で
、
市
で
は

今
年
度
か
ら
策
定
委
員
会
を
設
置

し
て
、
計
画
策
定
に
向
け
た
検
討

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
施
設
ご
と
に
具
体
的
な

検
討
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
指

針
と
な
る
「
基
本
方
針
（
案
）」

を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
資
料
を

公
表
し
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

登
米
市
公
共

施
設
適
正
配
置
計
画
基
本
方
針（
案
）

▼
総
務
部
総
務
課
（
市
役
所
迫
庁

舎
２
階
）
▼
各
総
合
支
所
市
民
課

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

郵
便
・

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
意
見
書
の
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
他
、
総
務

　

部
総
務
課
に
備
え
付
け
ま
す
が

　

任
意
の
様
式
で
も
受
け
付
け
ま

　

す
。（
住
所
、
氏
名
を
必
ず
記

　

入
し
て
く
だ
さ
い
）

２
月
１
日
（
金
）
〜
３

月
１
日
（
金
）▼

意
見
は
、
計
画
の

策
定
に
向
け
て
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
▼
個
人
が
特
定
さ

れ
な
い
形
で
意
見
の
要
旨
な
ど
を

公
表
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
▼

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
に

対
し
て
、
個
々
に
回
答
は
い
た
し

ま
せ
ん
。
▼
こ
れ
ま
で
に
開
催
し

た
策
定
委
員
会
の
会
議
録
や
今

後
の
策
定
委
員
会
の
開
催
予
定

に
つ
い
て
も
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.city.tom

e.
m
iyagi.jp/shingikai/som

u/
tekiseihaichi_index.htm

l

）
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。総

務
部
総
務
課

（
財
産
係
）

〒
９
８
７‒

０
５
１
１　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
二
丁
目

６
番
地
１

☎
０
２
２
０
（
22
）
２
０
９
１　

０
２
２
０
（
22
）
３
３
２
８

死

som
u-som

u@
city.tom

e.
m
iyagi.jp◉空き巣の被害に遭わないために

①わずかな時間でも戸締りをしましょう。
②鍵を玄関まわりに隠すのはやめましょ
　う。泥棒が真っ先に合鍵を探す場所で
　す。
③２階以上であっても窓の施錠をきちん
　としましょう。
　不審者を見つけたらすぐに110 番また
　は最寄りの警察署へ連絡を！


